
  

一 

令和 8 年 3 月 3 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１４１２２号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
特
定
第
一
号
漁
業
者
に
対
す
る
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意 

 
 

 

 
 

の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

漁
船
災
害
等
補
償
法
に
基
づ
く
付
保
義
務
の
消
滅 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

公 
 

告 

○ 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
送
付
及
び
縦
覧
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
□
五
件
□ 
 

 
 

 
 

二 

○ 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
建
設
工
事
等
一
般
競
争
入 

 
 

 

 
 

札
参
加
者
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
の
変
更 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

○ 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五 

○ 

令
和
八
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

入
札
公
告
の
取
消
し 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六 

○ 

落
札
者
等
の
公
告
□
三
件
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

六 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
百
八
号 

 

漁
業
災
害
補
償
法
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
□
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届

出
の
あ
□
た
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
の
特
定
第
一
号
漁
業
者
に
対
す
る
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意

は
□
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
る
規
約
の
設
定
の
義
務
は
□
令
和
八
年
三
月
十
日
か
ら
発
生
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

そ
の
一 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

千
倉
東
部
加
入
区 

そ
の
二 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

川
口
加
入
区 

そ
の
三 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

忽
戸
加
入
区 

そ
の
四 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

平
舘
加
入
区 

そ
の
五 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

千
倉
加
入
区 

そ
の
六 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

白
子
瀬
戸
加
入
区 

そ
の
七 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

江
見
加
入
区 

そ
の
八 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

吉
浦
加
入
区 

そ
の
九 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

太
夫
崎
加
入
区 

そ
の
十 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

天
面
加
入
区 

そ
の
十
一 

 

漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

太
海
浜
加
入
区 

そ
の
十
二 

 
漁
業
の
種
類
及
び
加
入
区
の
名
称 

 

あ
わ
び
を
と
る
漁
業 

鴨
川
加
入
区 

 

千
葉
県
告
示
第
百
九
号 

 

漁
船
損
害
等
補
償
法
□
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
□
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
□
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
は
令
和
四
年
三
月
二
日
に
発
生
し
た
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付

す
べ
き
義
務
が
令
和
八
年
三
月
一
日
付
け
で
消
滅
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

3 

月

3

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１２２号 令和 8 年 3 月 3 日（火曜日） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 
御
宿
町
加
入
区 

公

告 

 
 

 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
送
付
及
び
縦
覧
等 

 

千
葉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
□
平
成
十
年
千
葉
県
条
例
第
二
十
六
号
□
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
□
Ｈ
Ｓ

Ｅ
株
式
会
社
か
ら
発
電
用
電
気
工
作
物
の
設
置
□
□
仮
称
□
銚
子
西
風
力
発
電
事
業
□
に
係
る
環
境
影
響

評
価
方
法
書
の
送
付
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
有
す
る
者
は
□
千
葉
県
環

境
影
響
評
価
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
そ
の
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
環
境
の
保
全

の
見
地
か
ら
の
意
見
を
書
面
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 

な
お
□
そ
の
事
業
者
の
名
称
□
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
□
対
象
事
業
の
名
称
□

種
類
及
び
規
模
□
対
象
事
業
実
施
区
域
□
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
地
域
の
範
囲
□
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
縦
覧
場
所
□
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
時
間
□
環
境
影
響
評
価

方
法
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先
等
並
び
に
方
法
書
説
明
会
の
開
催
日
時
及
び
開
催

場
所
は
□
次
の
と
お
り
で
あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

事
業
者
の
名
称
□
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

Ｈ
Ｓ
Ｅ
株
式
会
社 

取
締
役
社
長 

石
田
桂 

茨
城
県
日
立
市
幸
町
三
丁
目
二
番
二
号 

二 

対
象
事
業
の
名
称
□
種
類
及
び
規
模 

 
 

□
仮
称
□
銚
子
西
風
力
発
電
事
業 

発
電
用
電
気
工
作
物
の
設
置 

発
電
出
力
最
大
二
万
五
千
五
百

六
十
キ
ロ
ワ
□
ト 

三 

対
象
事
業
実
施
区
域 

 
 

銚
子
市
高
田
町
□
船
木
町
□
正
明
寺
町
□
富
川
町
□
野
尻
町
□
森
戸
町
及
び
猿
田
町
の
各
一
部 

四 

対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
を
受
け
る
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
の
範
囲 

 
 

銚
子
市
及
び
旭
市 

五 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
縦
覧
場
所
□
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
時
間 

 

１ 

縦
覧
場
所 

 
 

 

千
葉
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
並
び
に
銚
子
市
企
画
課
□
銚
子
市
役
所
豊
里
出
張
所
及
び
銚
子

市
役
所
豊
岡
出
張
所
並
び
に
旭
市
環
境
課 

 

２ 

縦
覧
期
間 

 
 

 

令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
四
月
一
日
ま
で
□
千
葉
県
の
休
日
に
関
す
る
条
例
□
平
成
元
年
千
葉
県

条
例
第
一
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を
除
く
□
□ 

 

３ 

縦
覧
時
間 

 
 

 

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

六 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
の
意
見
書
の
提
出
期
限
及
び
提
出
先
等 

 

１ 

提
出
期
限 

 
 

 

令
和
八
年
四
月
十
六
日
□
郵
送
に
よ
る
場
合
は
□
同
日
ま
で
に
到
着
し
た
も
の
に
限
り
有
効
と
す

る
□
□ 

 

２ 

提
出
先 

 
 

 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

千
葉
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課 

 

３ 

意
見
書
に
記
載
す
る
事
項 

 
 

 
 

意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
□
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
□
て
は
□
そ

の
名
称
□
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
□ 

 
 

 
 

意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
環
境
影
響
評
価
方
法
書
の
名
称 

 
 

 
 

環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見 

 

４ 

そ
の
他 

 
 

 
 

３ 

の
環
境
影
響
評
価
方
法
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
は
□
日
本
語
に

よ
り
□
意
見
の
理
由
を
含
め
て
記
載
す
る
こ
と
□ 

 
 

 
 

意
見
書
の
提
出
は
□
千
葉
県
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
か
ら
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
を
利
用
し
て
行
う
こ
と

も
で
き
る
□ 

七 

方
法
書
説
明
会
の
開
催
日
時
及
び
開
催
場
所 

開

 

催

 

日

 

時 

開

 

催

 

場

 

所 

令
和
八
年
三
月
十
四
日
□
土
曜
日
□
午
前
十
時

か
ら
正
午
ま
で 

銚
子
ス
ポ
□
ツ
タ
ウ
ン
□
銚
子
市
野
尻
町
一
□

六
〇
〇
番
地
□ 

令
和
八
年
三
月
十
四
日
□
土
曜
日
□
午
後
三
時

か
ら
午
後
五
時
ま
で 

旭
市
海
上
公
民
館
□
旭
市
高
生
一
番
地
□ 

   
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
□
千
葉
県
商
工

労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

習
志
野
四
丁
目
商
業
施
設 

 

（一） 

 

（二） 

 

（三） 

 

（三） 
 

（一） 

 

（二） 



  

三 

令和 8 年 3 月 3 日（火曜日） 千 葉 県 報 第１４１２２号 
 

 
 

船
橋
市
習
志
野
四
丁
目
二
□
〇
一
九
番
地
一
ほ
か 

 
２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
大
和
ハ
ウ
ス
リ
ア
ル
テ
□
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

伊
藤
光
博 

 
 

 
東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

中
澤
裕
二
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
コ
ジ
マ 

代
表
取
締
役 

中
澤
裕
二
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
船
橋
市
経
済
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
□
千
葉
県
商
工

労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

晴
山
物
産
シ
□
□
ピ
ン
グ
ビ
ル 

 
 

 

松
戸
市
五
香
八
丁
目
四
四
番
地
七
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

晴
山
物
産
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

武
田
好
弘 

 
 

 

松
戸
市
五
香
四
丁
目
二
二
番
地
の
五
九 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
チ
ヨ
ダ 

代
表
取
締
役 

澤
木
祥
二
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
杉
並
区
荻
窪
四
丁
目
三
〇
番
一
六
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
チ
ヨ
ダ 

代
表
取
締
役 

町
野
雅
俊
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
杉
並
区
荻
窪
四
丁
目
三
〇
番
一
六
号
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
九
月
三
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
松
戸
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
□
千
葉
県
商
工

労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
ト
レ
松
戸 

 
 

 

松
戸
市
松
戸
字
亀
井
一
□
一
八
一
番
地
五
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

喜

陽
一 

 
 

 

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
く
ま
ざ
わ
書
店 

代
表
取
締
役 

熊
沢
真
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
八
王
子
市
八
日
町
一
番
一
一
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
く
ま
ざ
わ
書
店 

代
表
取
締
役 

熊
沢
真
ほ
か 

 

 
 

 
東
京
都
八
王
子
市
八
日
町
一
番
一
一
号
ほ
か 

 

５ 
変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
九
月
十
二
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
五
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
松
戸
市
経
済
振
興
部
商
工
振
興
課 



 
 

 

四 
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
□
千
葉
県
商
工

労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

セ
ブ
ン
パ
□
ク
ア
リ
オ
柏 

 
 

 

柏
市
大
島
田
一
丁
目
六
番
地
一
ほ
か 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行 

代
表
取
締
役 
吉
岡
史
人 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
三
番
二
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行 

代
表
取
締
役 

谷
司
朗 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
信
託
銀
行 

代
表
取
締
役 

吉
岡
史
人 

 

５ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
イ
ト
□
ヨ
□
カ
堂 

代
表
取
締
役 

山
本
哲
也
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八
ほ
か 

 

６ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
イ
ト
□
ヨ
□
カ
堂 

代
表
取
締
役 

山
本
哲
也
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八
ほ
か 

 

７ 

変
更
年
月
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
四
月
一
日 

 
 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 
 

令
和
七
年
八
月
十
七
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
柏
市
経
済
産
業
部
商
工
観
光
課 

  
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
□
た
□ 

 

そ
の
届
出
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 

な
お
□
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
令
和
八
年
三
月
三
日
か
ら
七
月
三
日
ま
で
□
千
葉
県
商
工

労
働
部
経
営
支
援
課
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

届
出
の
概
要 

 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ア
ク
ロ
ス
モ
□
ル
新
鎌
ケ
谷 

 
 

 

鎌
ケ
谷
市
新
鎌
ケ
谷
二
丁
目
一
二
番
地
一 

 

２ 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
等 

 
 

 

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

大
山
一
也 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号 

 

３ 

変
更
前
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
大
地 

代
表
取
締
役 

水
戸
部
伸
一
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
大
田
区
東
海
三
丁
目
七
番
五
号
ほ
か 

 

４ 

変
更
後
の
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
等 

 
 

 

株
式
会
社
大
地 

代
表
取
締
役 

水
戸
部
伸
一
ほ
か 

 
 

 

東
京
都
大
田
区
東
海
三
丁
目
七
番
五
号
ほ
か 

 

５ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
七
年
八
月
八
日
ほ
か 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
七
年
十
月
十
七
日 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

千
葉
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
鎌
ケ
谷
市
市
民
生
活
部
商
工
観
光
課 

  
 

 
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
建
設
工
事
等
一
般
競
争
入
札
参

加
者
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
の
変
更 

 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
の
建
設
工
事
等
一
般
競
争
入
札
参
加
者

及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
等
□
令
和
七
年
八
月
十
九
日
付
け
千
葉
県
公
告
□
で
公
告
し
た
資
格

審
査
及
び
等
級
区
分
に
つ
い
て
□
次
の
と
お
り
変
更
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 

（一） 

 

（二） 
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千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 
一 

変
更
前
の
第
七 

資
格
審
査
及
び
等
級
区
分
の
三 

 
 

知
事
は
□
一
及
び
二
の
定
め
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
に
基
づ
き
□
建
設
業
者
に
関
し
て
工
事
の
種
類

ご
と
に
別
に
知
事
が
定
め
る
発
注
金
額
に
応
じ
□
等
級
の
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

二 

変
更
後
の
第
七 

資
格
審
査
及
び
等
級
区
分
の
三 

 
 

知
事
は
□
一
及
び
二
の
定
め
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
に
基
づ
き
□
建
設
業
者
に
関
し
て
工
事
の
種
類

ご
と
に
原
則
と
し
て
次
の
表
の
と
お
り
発
注
金
額
に
応
じ
□
等
級
の
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
□ 

 

１ 

土
木
一
式
工
事 

発 
 

 
 

 

注 
 

 
 

 

金 
 

 
 

 

額 

等
級 

八
千
万
円
以
上 

Ａ 

二
千
五
百
万
円
以
上 

八
千
万
円
未
満 

Ｂ 

六
百
万
円
以
上 

二
千
五
百
万
円
未
満 

Ｃ 

六
百
万
円
未
満 

Ｄ 

 

２ 

建
築
一
式
工
事 

発 
 

 
 

 

注 
 

 
 

 

金 
 

 
 

 

額 

等
級 

一
億
円
以
上 

Ａ 

二
千
五
百
万
円
以
上 

一
億
円
未
満 

Ｂ 

六
百
万
円
以
上 

二
千
五
百
万
円
未
満 

Ｃ 

六
百
万
円
未
満 
Ｄ 

 

３ 

舗
装
工
事 

発 
 

 
 

 

注 
 

 
 

 

金 
 

 
 

 

額 

等
級 

三
千
万
円
以
上 

Ａ 

千
五
百
万
円
以
上 

三
千
万
円
未
満 

Ｂ 

千
五
百
万
円
未
満 

Ｃ 

 

４ 

電
気
工
事 

発 
 

 
 

 

注 
 

 
 

 

金 
 

 
 

 

額 

等
級 

二
千
万
円
以
上 

Ａ 

六
百
万
円
以
上 

二
千
万
円
未
満 

Ｂ 

六
百
万
円
未
満 

Ｃ 

 

５ 

管
工
事 

発 
 

 
 

 

注 
 

 
 

 

金 
 

 
 

 

額 

等
級 

三
千
万
円
以
上 

Ａ 

六
百
万
円
以
上 

三
千
万
円
未
満 

Ｂ 

六
百
万
円
未
満 

Ｃ 

 

６ 

そ
の
他
工
事 

 

発 
 

 
 

 

注 
 

 
 

 

金 
 

 
 

 

額 

等
級 

二
千
五
百
万
円
以
上 

Ａ 

六
百
万
円
以
上 

二
千
五
百
万
円
未
満 

Ｂ 

六
百
万
円
未
満 

Ｃ 
   

 
 

都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
縦
覧 

 

令
和
八
年
三
月
三
日
白
井
市
の
変
更
に
係
る
印
西
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
関
係
図
書
の
送
付
が

あ
□
た
の
で
□
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
県
県
土
整
備
部
都
市
整
備
局
公
園
緑
地
課
に
お
い
て
縦
覧

に
供
す
る
□ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

  
 

 

令
和
八
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
実
施 

 

建
築
士
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
□
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
□
令
和
八
年
二
級
建
築
士

試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
□ 

 

な
お
□
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
□
建
築
士
法
第
十
五
条
の
六
第
一
項
の
都
道
府
県
指
定
試
験
機

関
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
□
に
行
わ
せ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
三
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

試
験
日
時 

 

１ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

令
和
八
年
七
月
五
日
□
日
曜
日
□
午
前
十
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で 

 
 

 
 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

令
和
八
年
七
月
二
十
六
日
□
日
曜
日
□
午
前
十
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
二
十
分
ま
で 

 

２ 

設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

令
和
八
年
九
月
十
三
日
□
日
曜
日
□
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

 
 

 
 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

令
和
八
年
十
月
十
一
日
□
日
曜
日
□
午
前
十
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 

１ 

学
科
の
試
験 

 
 

 
 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

習
志
野
市
泉
町
一
丁
目
二
番
一
号 

日
本
大
学
生
産
工
学
部
津
田
沼
キ
□
ン
パ
ス 

 

（一） 

 

（二） 

 

（一） 

 

（二） 

 

（一） 



 
 

 

六 
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木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

習
志
野
市
津
田
沼
二
丁
目
一
七
番
一
号 

千
葉
工
業
大
学
津
田
沼
キ
□
ン
パ
ス 

 
２ 
設
計
製
図
の
試
験 

 
 

 
 

二
級
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

習
志
野
市
津
田
沼
二
丁
目
一
七
番
一
号 

千
葉
工
業
大
学
津
田
沼
キ
□
ン
パ
ス 

 
 

 
 

木
造
建
築
士
試
験 

 
 

 
 

習
志
野
市
泉
町
一
丁
目
二
番
一
号 

日
本
大
学
生
産
工
学
部
津
田
沼
キ
□
ン
パ
ス 

三 

受
験
申
込
方
法
等 

 
 

新
規
受
験
者
を
含
め
た
全
て
の
者
が
原
則
と
し
て
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
に
よ
る
受
験
申
込
を
行
う
こ

と
□ 

 

１ 

受
験
申
込
み
の
受
付
期
間
等 

 
 

 

受
付
期
間
は
令
和
八
年
四
月
一
日
□
水
曜
日
□
か
ら
十
四
日
□
火
曜
日
□
ま
で
と
し
□
受
付
時
間

は
受
付
開
始
日
の
午
前
十
時
か
ら
受
付
終
了
日
の
午
後
四
時
ま
で
と
す
る
□ 

 

２ 

受
験
申
込
方
法 

 

 
 

 

公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
□
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
□h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
 

 
 

j
p
/

□
に
お
い
て
□
必
要
な
事
項
を
入
力
し
申
し
込
む
こ
と
□ 

 
 

 

な
お
□
イ
ン
タ
□
ネ
□
ト
に
よ
る
受
験
申
込
が
行
え
な
い
場
合
に
は
□
令
和
八
年
四
月
七
日
□
火

曜
日
□
ま
で
に
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
□
本
部
□
電
話
番
号
〇
五
〇
□
三
六
四

五
□
八
四
二
二
□
に
申
し
出
る
こ
と
□ 

四 

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題 

 
 

設
計
製
図
の
試
験
の
課
題
は
□
次
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日
か
ら
公
益
財
団
法
人
建

築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
□
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
□h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

□
に
お
い
て
公
表
す

る
□ 

 

１ 

二
級
建
築
士
試
験 

令
和
八
年
六
月
二
十
四
日
□
水
曜
日
□
□
予
定
□ 

 

２ 

木
造
建
築
士
試
験 

令
和
八
年
七
月
八
日
□
水
曜
日
□
□
予
定
□ 

五 

合
格
者
の
発
表
等 

 
 

合
格
者
の
発
表
等
は
□
次
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
日
に
□
公
益
財
団
法
人
建
築
技
術

教
育
普
及
セ
ン
タ
□
の
ホ
□
ム
ペ
□
ジ
□h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
j
a
e
i
c
.
o
r
.
j
p
/

□
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を

公
表
す
る
と
と
も
に
□
合
格
者
に
は
合
格
し
た
旨
を
□
不
合
格
者
に
は
不
合
格
の
旨
及
び
成
績
を
通
知

す
る
□ 

 

１ 

学
科
の
試
験
□
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
□ 

令
和
八
年
八
月
二
十
四
日
□
月
曜

日
□
□
予
定
□ 

 

２ 

設
計
製
図
の
試
験
□
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
□ 

令
和
八
年
十
二
月
三
日
□
木

曜
日
□
□
予
定
□ 

六 

そ
の
他 

 
 

受
験
に
際
し
□
身
体
に
障
害
等
が
あ
る
た
め
特
に
何
ら
か
の
措
置
を
希
望
す
る
者
は
□
あ
ら
か
じ
め

受
験
申
込
み
の
受
付
期
間
内
に
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
□ 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

      
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

         

 

（二） 

 

（一） 

 
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 

（二） 

 
 

 
入

札
公

告
の

取
消

し
 

 
令

和
８

年
２

月
２

７
日

（
県

報
第

１
４

１
２

１
号

別
冊

３
ペ

ー
ジ

）
「

千
葉

県
一

時
保

護
所

学
習

支
援

業
務

委
託

 
一

式
」

の
入

札
公

告
を

取
り

消
す

。
 

 
 

令
和

８
年

３
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 
落

札
者

等
の

公
告

 

 
別

冊
の

と
お

り
落

札
者

等
に

つ
い

て
公

告
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

３
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

 
 

 

購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

三
七
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


